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共済組合給付事業

事実発生日
（例）９月１日

所属所長の届出受理日
（例）９月５日

速やかに 共済組合受付日
（例）９月10日

30日
以内

31日
以上

認定日

事実発生日
（例）９月１日

所属所長の
届出受理日
（例）10月10日

速やかに 共済組合受付日
（例）10月15日認定日

　

被扶養者証等添付　　　　　　　

円

－

〒 －

別居の場合は現住所を記入

〒 －

１．留学　　　　２．外国に赴任する組合員に同行　　

３．就労以外の目的で一時的に海外に渡航

４．組合員が海外赴任中に身分関係が発生　５．その他（　　　　　　）

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日

・ ・

年 月 日

年 月 日

年

　

－

年 月 日

㊞

－

年 月 日

判定 認定・取消日 　令和 　  年 　　 月 　  日 区分 認定　・　取消　・　非該当

３　共済組合記入欄は記入しないでください。

※　共済組合記入欄

決　裁 係員 担当者 備考

職印

　
１　この申告書の裏面に記載している必要書類を添付の上，提出してください。

２　扶養手当の欄は，認定申告するときのみ所管の給与事務担当者が記入してください。 共済組合受付印

所 属 所 名

所属所長
職名

氏名

氏 名

上記の記載事項は，事実と相違ないものと認めます。

所属所所在地令和

月分から支給

上記のとおり申告します。
住 所

公立学校共済組合広島支部長　様
申告者

令和

給与事務
担当者の
確　　認

職名

氏名
㊞

認定年月日 令和

支給開始月

支給の有無 有 申請中 無

有の場合，
記入・押印

届出事実発生年月日 令和

令和

※認定申請時のみ

　国内居住要件の
　例外該当事由を選択

例外該当事由を満たす期間

被扶養者の要件を備え
又は欠くに至った理由

及びその年月日
令和

扶
養
手
当

あ　り 住民票の住所を記入　※現住所と同じ場合は省略可

・

な　し

住
　
　
所

現 住 所
組合員との
同　別　居

同　居
・

別　居

住民票の
住　　所

住民票の
有　　無

職　　業 ※　20歳以上60歳未満の配偶者の場合，基礎年金番号を記入。
　 　認定の場合及び保険証の取得以外の理由で取消の場合，
 　　国民年金第３号被保険者関係届の提出が必要です。

年間所得推計額

基礎年金番号※

平成

平成

令和 性別 男 ・ 女

年 日
続柄

月 日

月

生年月日
昭和

年

認
定

�
取
消

�
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

フリガナ
氏　　名

生年月日

昭和

組
合
員

フリガナ
組合員氏名

所属所名

所属所コード

組合員証番号

申請区分（どちらかを○で囲んでください。） 第３号被保険者関係届 有・無

認　　　定　　　・　　　取　　　消
枚

（　資格喪失証明書　　要 ・ 不要　 ）　　　 所属所受付印欄

 この申告書は，被扶養者の要件を備えるに至った場合はその日から30日以内に， ※共済組合記入欄

 欠くに至った場合は被扶養者証を添付の上，速やかに提出してください。 被扶養者証送付年月日

　　　　　　　　　　被  扶  養  者  申  告  書
年　　月　　日

資格喪失証明書送付年月日

年　　月　　日

（R2.4）　§7-001

所属所受付日
（所属所長が
受理した日）

事実発生日

　組合員となった日（他支部及び他共済組合からの転入を含む。）に被扶養者の要件を備える方が
いる場合や，出生や結婚等で新たに扶養の事実が生じた場合は，事実発生日（被扶養者の要件を
備えた日）から 30日以内に「被扶養者申告書」によりに所属所長へ届け出てください。
　所属所長への届出が，事実発生日から起算して31日以上経過している場合は，所属所長が受理
した日が認定日となります。
　そのため，被扶養者の要件を備える事実が生じた場合は，速やかに「被扶養者申告書」を所属
所長に提出してください。

　認定後は，被扶養者の収入状況等を常に把握していただき，認定要件を満たさなくなった場合は，
速やかに認定取消の手続を行ってください。
　取消日は，届出が遅れても事実発生日に遡って取消しとなります。そのため，その間に被扶養
者証を使用して保険医療機関等で受診された場合は，共済組合が負担した医療費等を返還してい
ただくことになりますのでご注意ください　　
　また，認定取消後は就職先の健康保険に加入されている等の場合を除き，市町村等で速やかに
国民健康保険加入の手続を行ってください。

　被扶養者の届出と認定日・取消日
短期給付係

（082）513-4957


